
平成 22 年５月 25 日 

八戸市財政部管財契約課 

 
入札・契約制度の改正について（お知らせ） 

 

建設工事等の入札・契約制度については、公正な競争の促進と透明性の向上を図るため、これま

でも改善に取り組んできたところですが、平成 22 年６月１日からは、下記のとおり実施すること

としましたのでお知らせします。 
 

１．低入札価格調査制度の数値的判断基準（失格基準）を引き上げます。 
 
ダンピング受注防止対策のより一層の強化を図るため、低入札価格調査制度（対象工事 予定価格
5,000 万円以上）における「調査基準価格」に満たない価格をもって入札した者について、失格と判
定する「数値的判断基準」を引き上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 直接工事費に乗じる率を 75％から 80％に引き上げます。 
 

 
２．予定価格の事後公表を拡大します。 

 
予定価格の事後公表については、平成 21 年度１月以降 土木、舗装工事の一部の指名競争入札（低
入札価格調査制度の対象工事を除く。）について実施しておりますが、対象工種を拡大して実施する
こととします。また、入札回数を「３回まで」から「２回まで」に改めます。 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

問い合わせ先  八戸市財政部管財契約課 
                              0178-43-2111  内線 172、723 

各  位 

①直接工事費×75％ 
②共通仮設費×70％ 
③現場管理費相当額×70％ 
④一般管理費等×30％ 
 
※①、②、③、④の各費目とも 1 円
未満の端数切り捨て 

①～④の１項目でも基準に満たない
場合は失格となります。 

現 行

①直接工事費×80％ 
②共通仮設費×70％ 
③現場管理費相当額×70％ 
④一般管理費等×30％ 
 
※①、②、③、④の各費目とも 1 円
未満の端数切り捨て 

①～④の１項目でも基準に満たない
場合は失格となります。 

改 正 

現 行
 

 

①対象とする工事 
予定価格5,000万円未満の指名競争入札の一部

工種 -------- 土木・舗装 

②入札回数 ----------３回まで 

改 正  

 

①対象とする工事 
予定価格5,000万円未満の指名競争入札の一部

工種 --------土木・舗装・建築・電気・管 

②入札回数 --------２回まで 


